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平成 27年 4月 20日 

各  位 

東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 1 1 番 2 号 

コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一   

(コード番号：３８４４ 東証第一部 ) 

問 い 合 わ せ 先 

電 話 番 号 

取締役経営管理本部長 細川 琢夫 

 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年 4月 20日開催の取締役会において、下記の通り「内部統制システムの基本方針」

を改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

本改定は、平成 27年 5月 1日施行の改正会社法に基づいて変更するものです。 

内部統制システムの基本方針 

会社法第 362条、会社法施行規則第 98条および 100条に則り、当社の内部統制システムの整備に関

する基本方針を下記のとおり定めます。 

なお、当社は、当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統及び権

限並びに報告義務を設定し、当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）を網羅的・統

括的に管理します。また、内部監査部門は、当社グループ全体の内部監査を実施します。 

記 

１．内部統制に関する基本方針 

当社および当社子会社の取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制 

当社グループは、「お客様には“感動”を、社員には“夢”を」の基本理念の下、経営の効率性、健

全性および透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社を目指します。 

これらを実現するため、的確かつ迅速な意思決定および機動的な執行を行うことを経営の最重要課題

の一つと位置づけ、当社グループの取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制を整備・運用し、継続的な見直しによる当該体制の改善・充実を図っていくと

ともに、当社グループの取締役および従業員に対して、コンプライアンスに係る教育、啓蒙、指導に

注力する方針であります。 

(1) 法令・定款および社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針として、以下の「会社方針」

を定め、当社グループの取締役および従業員はこれに従って、職務の執行にあたる。 

1.社会と共に繁栄する会社になること  

2.ユーザーから真に信頼されるサービスを提供する会社になること  

3.使命感と活気ある人材に満ちあふれた会社になること  

4.常に新しい技術を取り入れ蓄積し、社内のニーズに対応できる会社になること  

5.健全成長を基調とする超一流の企業を目指す気品ある社風を築く会社になること  
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また、当社グループの取締役および従業員は各事業年度初において、会社方針達成のための役割を自

認し、個々人の当該年度における達成目標を明確にするため、「私の標語」を作成し、自らを律しそ

の実現に努める。 

(2) 意思決定および業務執行に係る諸規程を定め、職務権限と責任の所在および指揮命令系統を明確

化し、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。 

(3) 監査役を設置し、取締役の職務執行について、法令、監査役監査規程ならびに監査役会規程に基

づき監査する。監査役は、監査役会で定める「監査方針」および「役割分担」に従い、連携しつつも

独立して各々監査に当たる。 

(4) 内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を代表取締役社長直轄で設置し、代表取締

役社長の指示に基づき、定期的に各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等の確認、内部統

制システムの適正性、効率性の検証を行うものとする。 また、その結果は、代表取締役社長および監

査役、取締役会に報告され、内部統制システムの継続的な見直しに活用される。 

2.内部統制の体制の整備に関する方針 

1. 当社および当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 

当社グループの取締役の意思決定および職務の執行に係る情報については、取締役会規程に基づき、

記録し、適切かつ確実に保存および管理を行う。また、当社グループの取締役および監査役は、これ

らの情報の記録を必要に応じて閲覧できる。 

2. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的に、リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリス

ク管理を推進するためのリスク管理担当役員を設置し、リスク管理体制の構築および推進を行う。リ

スク管理担当役員は、当社グループ全体のリスクの統括管理を担当し、リスクの一元管理と対応並び

に不測の事態発生時の対策を指揮する。 

(2) 当社グループの各本部は、それぞれの部門に関する個別のリスクについて、識別し、分析および

評価する。また、その結果を基に、リスクの回避、低減等の対応を検討し、リスク管理担当役員へ報

告する。監査室は、当社グループの各部署ごとのリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社

長、並びにリスク管理担当役員に報告する。 

(3) 個別のリスクのうち情報セキュリティに係るリスクは、当社グループの業態に照らし、優先順位

の高いリスクと位置づけ、「コンプライアンスプログラム」を定め、情報セキュリティ委員会が管理

する。さらに、「情報セキュリティポリシー」を社内外に公開するとともに、「情報セキュリティ読

本」の従業員および協力会社従業員への配布等により、周知徹底を図る。 
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3. 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、およ

び当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

原則毎月１回（必要に応じ、臨時に）開催の取締役会は、取締役会規程に基づき、経営上の重要な項

目についての意思決定を行うとともに、当社および当社子会社の各取締役の業務執行状況の監督を行

う。 

また、原則毎月３回の代表取締役、当社および当社子会社の取締役および各本部長等で構成される経

営会議では、当社および当社子会社の取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した事項の指針

に基づく具体的な実行内容について子会社の取締役を含む実施責任者が報告を行い、その内容の審議

を行った上で、職制規程および業務分掌規程、職務権限規程に従って決められる業務執行責任者に指

示命令が為される。 

なお、原則毎月最終週に開催の経営会議では、当社および当社子会社の業績進捗に関して定期的なレ

ビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画および年度予算に照らして、分析、評価され、必要に

応じて、改善策を検討し、その内容を当社および当社子会社の取締役会に報告する。 

4. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき従業員を置く。 

5. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に

関する事項 

監査役の職務を補助する従業員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、監査役会の承認を

得る。当該従業員は、監査業務の範囲においては取締役の指揮を外れ、監査役に係る業務に優先して

従事するものとする。 

6. 当社の取締役および使用人並びに当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から

報告を受けた者が、当社監査役に報告するための体制 

(1) 監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、当社グループの取締役および従業員か

ら重要事項の報告を受ける。 

(2) 当社の取締役および従業員並びに当社子会社の取締役、監査役および従業員は、各監査役の要請

に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞

なく報告するとともに、それらの件について報告を受けた場合にも監査役に報告する。 

1.当社グループの経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に係る諸問題  

2.その他当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象 

(３) 内部監査部門は、監査の結果を適時、適切な方法により監査役に報告する。 
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7.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

内部監査部門は、通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に

監査役に報告する。 

内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通

報を希望する場合は速やかに監査役に通知する。 

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の前払または償還の手続その他の処理に係る方

針に関する事項 

(1) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該

監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、代表取締役および他の取締役との間で適宜に意見交換会を開催する。 

(2) 監査役は、監査室と事業年度毎の内部監査計画を協議するとともに、適宜に内部監査結果および

指摘・提言事項等についての協議および意見交換をするなど、常に連携を図る。 

(3) 監査役および監査室は、会計監査人との間でも情報交換等の連携を図る。 

 

 

以 上 

 


